
  

「学習指導要領対応小学校外国語活動教材 Let’s Try!」の配布について 

 

１ 対象校 

小学校、義務教育学校のうち前期課程を有する学校、特別支援学校のうち小学部を有する学校 

 

２ 配布物 

以下のものを、令和６年度使用分として令和６年１月～３月上旬に配布します。 

各学校への配布物 

児童用冊子 

※通常版 児童一人につき１冊と、各学校に数冊の予備を配布 

拡大版 
拡大版については、１８pt、２２pt、２６ptのいずれか１冊を配付 

※一人の児童が通常版と拡大版（点字版）の両方を受け取ることはでき

ません。 

※「一律に全種類を10部ずつ」などと報告される学校があります。印

刷に係るコストも高いため、それらを本当に必要とする児童の手元

に届けられるように、真に必要な数を報告してください。 

点字版 

教師用指導書 各学校に数冊を配布予定 

 

  ※令和６年度小学校第３学年の児童に、Let’s Try! 1 を配布します。 

   そのため、本調査では、令和５年８月１日現在、小学校第２学年の必要児童数で回答ください。 

令和６年度小学校第４学年の児童に、Let’s Try! 2 を配布します。 

そのため、本調査では、令和５年８月１日現在、小学校第３学年の必要児童数で回答ください。 

なお、どの教材も「小学校外国語活動・外国語教材ダウンロード専用サイト」上で見ることができま

す。また、昨年度までに配布してきた教材と内容の変更はありません。 

 

都道府県及び市区町村教育委員会、都道府県私立学校事務主管課（域内に私立小学校を有しない県を除く）への配布物 

児童用冊子 

通常版 【様式２】を参考に、文部科学省で調整した冊数を配布予定 

拡大版 
配布予定なし 

点字版 

教師用指導書 【様式２】を参考に、文部科学省で調整した冊数を配布予定 

 

３ 配送先 

   提出された調査票に基づき、報告された住所に直接配送します。なお、新設校など１月に受け取る

ことができない場合は、所管する教育委員会等、受け取ることができる場所の住所を記入してくださ

い。 

    

４ 転入・転出による過不足の調整 

 本調査は、令和５年８月１日現在の必要児童数で報告していただきます。これ以降の転出入に伴

う増減は、原則として関係学校間で調整することとし、状況に応じて各教育委員会等に配布してい

る予備で対応することとします。 
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